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小川町では、令和２年４月に小川町立地適正化計画を策定・公表します。 

これに伴い、都市機能誘導区域または居住誘導区域の外で特定の開発・建築等の行為をす

る場合や、都市機能誘導区域内で誘導施設を休止・廃止する場合は、都市再生特別措置法に

基づき、事前に町へ届出を行う必要があります。 

本手引きでは立地適正化計画に係る届出の流れ、記載例等をお示ししています。これを参

考に必要書類を作成のうえ、町へ提出してください。 

小川町都市政策課 
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１．立地適正化計画の概要 

 

１－１．立地適正化計画とは 

立地適正化計画は、2014（平成 26）年 8 月の都市再生特別措置法改正により創設された「立地

適正化計画制度」に基づく計画です。 

立地適正化計画は、都市全体の構造を見直し、医療、福祉、商業などの生活サービス施設や住

居がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活サービス施設

にアクセスできるなど、日常生活に必要なサービスが住まいなどの身近に存在する『コンパクト

シティ・プラス・ネットワーク』のまちづくりを推進するものです。 

 

１－２．計画で定める事項 

立地適正化計画では、人口や土地利用等の現状及び将来見通しを勘案し、市街化区域内にお

いて「都市機能誘導区域」、「都市機能増進施設（以下、誘導施設）」及び「居住誘導区域」を定

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

図 立地適正化計画で定める事項 

【資料】国土交通省資料を基に作成 

 

 

 

 

 

 

 

■居住誘導区域 
人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口密度を維持することによ
り、生活サービスや地域コミュニティの持続性が確保されるよう居住を誘導す
る区域 

■都市機能誘導区域 （居住誘導区域内に設定） 

医療・福祉・商業等の都市機能を、都市の中心拠点や生活拠点に誘導・集
積することにより、各種サービスの効率的な提供を図る区域  

 

■都市機能増進施設（以下、誘導施設） 
住民生活の利便性を向上させるため、都市機能誘導区域に立地を維持・誘
導する施設 
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１－３．届出制度の概要 

立地適正化計画の策定・公表により、都市機能誘導区域の外又は居住誘導区域の外で、諸条

件に該当する開発行為等を行おうとする場合、都市機能誘導区域内で誘導施設を休止・廃止す

る場合は、都市再生特別措置法（第 88 条第１項、第 108 条第１項、第 108 条の２第１項）に

基づき、事前に町へ届出を行う必要があります。 

 

（１）届出の時期・提出先 

届出の対象となる開発・建築等の行為に着手する 30 日前までに、町へ必要書類を提出して

ください。 

都市機能誘導区域内における誘導施設の休止・廃止の際は、休止・廃止する 30 日前までに

提出してください。 

 

 

 

（２）届出の流れ 

 
※届出を行わずに開発行為等を行った場合や、虚偽の届出を行って開発・建築等の行為をし

た場合は、都市再生特別措置法（第 130 条）に基づき、30 万円以下の罰金に処せられる

ことがあります。 
※届出の提出後、開発・建設等の行為に変更があった場合は変更の届出が必要です。 
※届出に係る行為が立地の誘導を図る上で支障があると認めるときは、都市再生特別措置

法（第 88 条第３項、第 108 条第３項）に基づき、届出者に対して町が勧告等を行う場合

があります。 

 

  

届
出
の
必
要
性
の
確
認 

届
出
に
必
要
な
書
類
の
作
成 

届
出
書
類
の
提
出 

計
画
趣
旨
の
説
明
、
町
か
ら
の
情
報
提
供
等 

行
為
の
着
手 

着手の 30 日前まで 

提出先：小川町 都市政策課 （住所：小川町大字大塚５５） 
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（３）届出対象の行為 

以下のいずれかに該当する場合は、都市再生特別措置法に基づく届出の対象となります。 

（詳細は各ページにてご確認ください。） 

 

 
  

＜住宅に係る開発行為＞ 

■居住誘導区域の外で、 

①３戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為 

②１戸又は２戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その

敷地の規模が 1,000 ㎡以上のもの 

＜住宅に係る建築等行為＞ 

■居住誘導区域の外で、 

①３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

②建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して３戸以上の

住宅とする場合 

＜誘導施設に係る建築＞ 

■都市機能誘導区域の外で、以下の行為を行う場合 

①開発行為 

・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為を行

おうとする場合 

②開発行為以外 

・誘導施設を新築する場合 

・建築物を増改築又は用途変更して、誘導施設とする場合 

＜誘導施設の休止・廃止＞ 

■都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止又は廃止する場合 

４ページ 
誘 導 施 設 に

係る届出 

１１ページ 

誘 導 施 設 の

休止・廃止に

係る届出 

１２ページ 

住 宅 に 係 る

届出 
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２．誘導施設に係る届出 

 

２－１．届出対象の行為 

都市機能誘導区域外で、都市再生特別措置法第 108 条で定められている以下の行為を行おうと

する場合は、町への届出が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※開発行為：主として建築物の建築又は特定工作物の建設の要に供する目的での土地の区画形
質の変更 

 

  

■開発行為 

○誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為を行おうとする場合 
 

■開発行為以外 

①誘導施設を新築する場合 

②建築物を増改築又は用途変更して、誘導施設とする場合 

立地適正化計画区域（＝都市計画区域 ＝町全域） 
 
市街化区域 
 
 

 

 

 

居住誘導区域 

 

 

 

都市機能誘導区域 

 

 
届出必要 

誘導施設 

届出不要 
誘導施設 

届出必要 

誘導施設 
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２－２．都市機能誘導区域の範囲 

小川町駅周辺、みどりが丘団地内、東小川団地内の３か所で設定しています。 

都市機能誘導区域に敷地の過半又は全部が含まれる場合には、「都市機能誘導区域に含まれる」

と判定します。 

都市機能誘導区域の境界の詳細確認や、敷地が境界をまたぐ場合の届出の要・不要の確認は、

都市政策課にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 都市機能誘導区域の設定（全体イメージ）  

竹沢

小川町

東武竹沢

0 1 20.5
(km)

 都市機能誘導区域
用途地域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域
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※上記区域内で土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域に指定されているエリアは、都市機能
誘導区域から除外します。 

※上記区域内の都市公園・都市緑地は、都市機能誘導区域から除外します。 
※都市機能誘導区域に敷地の過半又は全部が含まれる場合には、「都市機能誘導区域に含まれる」
と判定します。 

※都市機能誘導区域の境界の詳細確認や、敷地が境界をまたぐ場合の届出の要・不要の確認は、
都市政策課にお問い合わせください。 

 
図 都市機能誘導区域（小川町駅周辺）の設定 
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※上記区域内で土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域に指定されているエリアは、都市機能
誘導区域から除外します。 

※上記区域内の都市公園・都市緑地は、都市機能誘導区域から除外します。 
※都市機能誘導区域に敷地の過半又は全部が含まれる場合には、「都市機能誘導区域に含ま
れる」と判定します。 

※都市機能誘導区域の境界の詳細確認や、敷地が境界をまたぐ場合の届出の要・不要の確認は、
都市政策課にお問い合わせください。 

図 都市機能誘導区域（みどりが丘団地、東小川団地）の設定  
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準住居地域
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商業地域

準工業地域
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工業専用地域
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２－３．届出対象となる誘導施設 

届出の対象となる誘導施設は、都市機能誘導区域３か所それぞれで以下のとおり定めています。 

 

類型 誘導施設 要件 

都市機能誘導区域 

小
川
町
駅
周
辺 

み
ど
り
が
丘
団
地
内 

東
小
川
団
地
内 

行政機能 町役場 地方自治法第 4 条 ●   

文化機能 
図書館 図書館法第 2 条 ●   

文化・地域交流センター 大きなホールや研修室等を
備えた施設 ●   

医療機能 

診療所（内科又は外科※１） 医療法第 1 条の 5 ● ● ● 
診療所（小児科） 医療法第 1 条の 5 ●   
診療所（分娩可能な産婦人科） 医療法第 1 条の 5 ●   
診療所（歯科） 医療法第 1 条の 5 ● ● ● 

商業機能 

生鮮食品及び日用品を扱う 
大きなスーパーマーケット 
（店舗面積 1000 ㎡以上※２） 

店舗面積※２1,000 ㎡以上で、
生鮮食料品及び日用品を扱
う店舗が含まれる複合施設 
又は 店舗面積※２1,000 ㎡以
上で、生鮮食料品及び日用品
を扱う商業施設 

● ●  

食料品スーパーマーケット※３

等 
（店舗面積 250 ㎡以上） 

店舗面積※２250 ㎡以上で、生

鮮食料品を扱う店舗が含ま

れる複合施設 又は 店舗

面積※２250 ㎡以上の食料品

スーパーマーケット※３ 

  ● 

金融機能 

窓口を有する銀行・信用金庫
等※４ 

銀行法第 2 条第 1 項 
信用金庫法第 4 条 
労働金庫法第 6 条 

●   

郵便局・簡易郵便局 日本郵政株式会社法第 2 条 
簡易郵便局法第 7 条 ● ● ● 

子育て支援
機能 

地域子育て支援拠点事業を 
担う施設 

児童福祉法第 6 条の 3 第 6
項にもとづき町が実施する
事業を担う施設 

●  ● 

保育園・認定こども園 

児童福祉法第 39 条 
就学前の子どもに関する教
育、保育等の総合的な提供の
推進に関する法律第 3 条 

●  ● 

教育機能 高等学校 学校教育法第 1 条 ●   

高齢者福祉
機能 地域包括支援センター 介護保険法第 115 条の 46 ●   

町内外交流
機能 観光案内所 小川町観光協会が運営する

観光案内所 ●   

地域内交流
機能 自治会館 

都市機能誘導区域内で活動
する自治会が保有する集会
施設 

 ● ● 

※１：整形外科を含む 
※２：大規模小売店舗立地法第 2条第 1 項に規定される店舗面積 
※３：取扱商品等のうち食が 70％以上の事業所（商業統計調査 業務分類表より引用） 
※４：農業従事者を中心に顧客とするＪＡバンクは集落地域も含めて広く配置されることが望ましいことから対

象外とする  
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２－４．届出の要・不要の確認 

以下の手順でご確認ください。不明な場合は、都市政策課にお問い合わせください。 

なお、フローチャートを補足するため、開発・建築等の行為を行う場所が含まれる都市機能誘

導区域を「A」、それ以外の２か所の都市機能誘導区域を「B・C」とした例示を付記します。 

 

※ただし、食料品スーパーマーケット等（店舗面積 250 ㎡以上）を含む行為を、小川町駅周
辺の都市機能誘導区域で行う場合は、届出不要とします。 

※以下の行為は、都市再生特別措置法（第 108 条）の規定により、届出不要です。 
(1)小川町立地適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の

用に供する目的で行う開発行為 
(2)上記(1)の誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築 
(3)建築物を改築し、又はその用途を変更して上記(1)の誘導施設を有する建築物で仮設

のものとする行為 
(4)非常災害のため必要な応急措置として行う行為 
(5)都市計画事業の施行として行う行為又は都市計画施設を管理することとなる者が当

該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為  

あなたが行う開発・建築等の行為を行う場所は？ 

都市機能誘導区域の外 
いずれかの都市機能誘導区域内 
（A・B・C のいずれかの区域内） 

あなたが行う開発・建築等の行為には、誘

導施設※のいずれかに相当する規模・種類

の施設を含みますか？  

※本手引き８ページ参照 

あなたが行う開発・建築等の行為には、行

為を行う場所が含まれる誘導区域（A）に位

置づけられた誘導施設※を含みますか？ 

※本手引き８ページ参照 

届出が必要 

（行為に着手する 30 日前まで） 

は い いいえ は い いいえ 

届出する開発・建築等の行為には、他の誘導区

域２か所（B・C）に位置づけられた誘導施設※

を含みますか？ 

は い いいえ 

不要 

不要 
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２－５．届出に必要な書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－６．届出の時期・提出先 

届出の対象となる開発・建築等の行為に着手する 30 日前までに、町へ必要書類を提出して

ください。 

 

 

  

提出先：小川町 都市政策課 （住所：小川町大字大塚５５） 

建築等行為の場合 

◆届出書 １部 

・・・様式第 19（都市再生特別措置法施行規則第 52 条第 1 項第 2 号関係） 

◆添付図書 ①～③ 各１部 

①位置図（当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設

を表示する図面（縮尺 1/1,000 以上）） 

②配置図（敷地内における建築物の位置を表示する図面（縮尺 1/100 以上）） 

③建築物の２面以上の立面図、及び各階平面図（縮尺 1/50 以上） 

④その他参考となる事項を記載した図面 

 〔求積図（上記図面で面積が確認できない場合）〕 

〔委任状（代理人に委任する場合）〕 

届出内容を変更する場合 

◆届出書 １部 

・・・様式第 20（都市再生特別措置法施行規則第 55 条第 1 項関係） 

◆添付図書 各１部 

上記と同様 

開発行為の場合 

◆届出書 １部 

・・・様式第 18（都市再生特別措置法施行規則第 52 条第 1 項第 1 号関係） 

◆添付図書 ①～③ 各１部 

①位置図（当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設

を表示する図面（縮尺 1/1,000 以上）） 

②設計図（縮尺 1/100 以上） 

③その他参考となる事項を記載した図書 

〔求積図（上記図面で面積が確認できない場合）〕 

〔委任状（代理人に委任する場合）〕 
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３．誘導施設の休止・廃止に係る届出 

３－１．届出対象の行為 

都市機能誘導区域内で、都市再生特別措置法第 108 条の２で定められている誘導施設の休止・

廃止を行おうとする場合は、町への届出が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２．都市機能誘導区域の範囲 

本手引き５～７ページをご覧ください。 

 

 

３－３．届出対象となる誘導施設 

本手引き８ページをご覧ください。 

 

 

３－４．届出に必要な書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－５．届出の時期・提出先 

届出の対象となる誘導施設を休止・廃止する 30 日前までに、町へ必要書類を提出してくだ

さい。 

 

 

  

 立地適正化計画区域（＝都市計画区域 ＝町全域） 
 
市街化区域 

 

 

 

 

居住誘導区域 

 

 

 

都市機能誘導区域 

 

 
届出必要 

誘導施設 誘導施設 誘導施設 

届出不要 

届出不要 

休止・廃止する場合 

◆届出書 １部 

・・・様式第 2１（都市再生特別措置法施行規則第 55 条の２関係） 

◆添付図書 １部 

○位置図（当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設

を表示する図面（縮尺 1/1,000 以上）） 

提出先：小川町 都市政策課 （住所：小川町大字大塚５５） 
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４．住宅に係る届出 

４－１．届出対象の行為 

居住誘導区域外で、都市再生特別措置法第 88 条で定められている以下の行為を行おうとする

場合は、町への届出が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※開発行為：主として建築物の建築又は特定工作物の建設の要に供する目的での土地の区画形
質の変更 

※住宅：戸建て住宅、共同住宅及び長屋住宅等 

 

  

■開発行為 

①３戸以上の住宅の建築を目的とする 

開発行為 

②１戸又は２戸の住宅の建築を目的と

する開発行為で、その敷地の規模が

1,000 ㎡以上のもの 

 

■建築等行為 

①３戸以上の住宅を新築しようとする

場合 

②建築物を改築し、又は建築物の用途を

変更して３戸以上の住宅とする場合 
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４－２．居住誘導区域の範囲 

小川町駅周辺、みどりが丘団地、東小川団地の３か所で設定しています。 

居住誘導区域に敷地の過半又は全部が含まれる場合には、「居住誘導区域に含まれる」と判定し

ます。 

居住誘導区域の境界の詳細確認や、敷地が境界をまたぐ場合の届出の要・不要の確認は、都市

政策課にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 居住誘導区域の設定（全体イメージ）  

竹沢

小川町

東武竹沢

0 1 20.5
(km)

 居住誘導区域
用途地域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域
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※上記区域内で土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域に指定されているエリアは、居住誘導
区域から除外します。 

※上記区域内の都市公園・都市緑地、保安林、調整は、居住誘導区域から除外します。 
※居住誘導区域に敷地の過半又は全部が含まれる場合には、「居住誘導区域に含まれる」と
判定します。 

※居住誘導区域の境界の詳細確認や、敷地が境界をまたぐ場合の届出の要・不要の確認は、都市
政策課にお問い合わせください。 

 
図 居住誘導区域の設定（小川町駅周辺）  

役場庁舎

小川町駅

0 500 1,000250
(m)

小川町駅周辺 

 居住誘導区域
用途地域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域
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※上記区域内で土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域に指定されているエリアは、居住誘導
区域から除外します。 

※上記区域内の都市公園・都市緑地、保安林、調整は、居住誘導区域から除外します。 
※居住誘導区域に敷地の過半又は全部が含まれる場合には、「居住誘導区域に含まれる」と
判定します。 

※居住誘導区域の境界の詳細確認や、敷地が境界をまたぐ場合の届出の要・不要の確認は、都市
政策課にお問い合わせください。 

図 居住誘導区域の設定（みどりが丘団地、東小川団地）  

0 500 1,000250
(m)

みどりが丘団地内 

東小川団地内 

 居住誘導区域
用途地域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域
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４－３．届出の要・不要の確認 

以下の手順でご確認ください。不明な場合は、都市政策課にお問い合わせください。 

 

 
※以下の行為は、都市再生特別措置法（第 88 条）の規定により、届出不要です。 

(1)住宅等で仮設のもの又は農林漁業を営むものの居住の用に供するものの建築の用に

供する目的で行う開発行為 
(2)上記(1)の住宅等の新築 
(3)建築物を改築し、又はその用途を変更して上記(1)の住宅等とする行為 
(4)非常災害のため必要な応急措置として行う行為 
(5)都市計画事業の施行として行う行為又は都市計画施設を管理することとなる者が当

該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為 

  

あなたが行う開発・建築等の行為を行う場所は？ 

居住誘導区域の外 ３か所のいずれかの 

居住誘導区域内 

あなたが行う開発・建築等の行為には、 

都市再生特別措置法第 88 条で定められて

いる行為※が含まれますか？ 

※本手引き１２ページ参照 

届出が必要 

（行為に着手する 30 日前まで） 

は い いいえ 

不要 不要 
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４－４．届出に必要な書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－５．届出の時期・提出先 

届出の対象となる開発・建築等の行為に着手する 30 日前までに、町へ必要書類を提出して

ください。 

 

 

  

建築等行為の場合 

◆届出書 １部 

・・・様式第 11（都市再生特別措置法施行規則第 35 条第 1 項第 2 号関係） 

◆添付図書 ①～④ 各１部 

①位置図（当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設

を表示する図面（縮尺 1/1,000 以上）） 

②配置図（敷地内における建築物の位置を表示する図面（縮尺 1/100 以上）） 

③建築物の２面以上の立面図、及び各階平面図（縮尺 1/50 以上） 

④その他参考となる事項を記載した図面 

 〔求積図（上記図面で面積が確認できない場合）〕 

〔委任状（代理人に委任する場合）〕 

届出内容を変更する場合 

◆届出書 １部 

・・・様式第 12（都市再生特別措置法施行規則第 38 条第 1 項関係） 

◆添付図書 各１部 

上記と同様 

開発行為の場合 

◆届出書 １部 

・・・様式第 10（都市再生特別措置法施行規則第 35 条第 1 項第 1 号関係） 

◆添付図書 ①～③ 各１部 

①位置図（当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設

を表示する図面（縮尺 1/1,000 以上）） 

②設計図（縮尺 1/100 以上） 

③その他参考となる事項を記載した図書 

〔求積図（上記図面で面積が確認できない場合）〕 

〔委任状（代理人に委任する場合）〕 

提出先：小川町 都市政策課 （住所：小川町大字大塚５５） 
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５．様式 記載例 
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